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本報告書における用語の定義

No 用語 定義

1 市区町村等 • 市区町村と消防本部の総称

2 自治体 • 都道府県、自治事務を行う政令市、市区町村等の総称

3 オンライン申請システム • オンライン上で手続の申請が可能なシステム

4 都道府県独自システム • 都道府県で独自に管理されているオンライン申請システム

5 オンライン化方式 • 経済産業省の手続を電子化するための手段としてのサービス/システムを指す（Gビズフォーム、eMAFF等）

6 オンライン化率 • 全手続のうちオンラインで実施できる手続数の割合

7 オンライン利用率 • 電子化された手続のうち実際にオンラインで申請されている手続件数の割合
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報告書別紙一覧

No 別紙 概要 ファイル名

1 対象手続一覧 本事業での検討対象の手続をまとめたもの 別紙1_対象手続一覧.pdf
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本事業では、高圧ガスの保安監督体制の強化・最適化に向け、高圧ガス保安法に基づく行政手続のうち都道府県等の自治
事務のオンライン化を実現すべく、オンライン化方式の検討及び実現に向けた取組の整理を行う。

本事業の背景・目的

本事業の背景(仕様書２．事業目的より引用) 本事業の目的

保安監督体制の強化の必要性
 内外環境の変化に対応するため、従前の仕組みにとらわれること無

く、行政手続業務を抜本的に効率化し、余剰となったリソースを立
入検査等の業務に振り分け、監督体制を強化することが必要

規制改革実施計画によるオンライン化の検討
 同計画では、「地方公共団体と事業者の間の手続のデジタル化に

取り組むことを検討する」とされている
 業務効率の改善・簡素化を通じ、事業者側のユーザー・エクスペリエ

ンスの向上や審査側の業務負担軽減に向け、現状を踏まえた電子
化の検討が必要

電子化のさらなる促進
 上記課題を受けて導入した保安ネットでは、国を申請先とする手続

については、オンライン利用率約80％(令和２年度末現在)を実現
し、監督行政を支えるインフラとなっている

 一方で、手続の大宗を占める都道府県等における自治事務はオン
ライン化未実施の状況

 従前の紙を主体とした行政手続は、産業保安行政の電子化・高
度化を阻害する原因

自治事務におけるオンライン化の実現方式の検討
都道府県等が処理する申請・届出等手続について、

オンライン化のあるべき方向性・具体的な解決策を整理

オンライン化に向けた取組の整理
上記を踏まえたオンライン化について、

令和6年4月のシステム運用開始を想定し、スケジューリング

1.1. 本事業の背景・目的
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本事業での実施内容とそれらに該当する本報告書での該当箇所は以下の通り。
実施作業

• オンライン化に向けて考慮すべき事項として自治体の特性及び手続の特性を整理。
• 高圧ガス領域及びその他中央省庁で利用されているオンライン化方式を整理し、高圧ガスの自治事務

におけるオンライン化方針を定義。
• 各自治体にて最適なオンライン化方式を選定できるよう、オンライン化方式選定指針案を定義。
• その他、オンライン化を促進するために実施すべき作業を整理した。

• 令和2年度行政手続の棚卸結果及び高圧ガス保安室の確認に基づき対象となる手続を選定し、手
続の処理機関（都道府県、自治体等の区分）、手続の件数等の情報を含む手続一覧にまとめた。

• 高圧ガス保安法及び高圧ガス保安室の確認に基づき、手続の提出者・手続の内容・手続を提出する
タイミング応じて各手続を分類した。

• アンケート・ヒアリングの実施内容は1.2 P.8に記載。
• 手続の重要性や複雑性及び手続に含まれる情報の利活用などの分析は3.7-8 P.44~56に記載。

(1)
電子化手続のため
の調査

(1) - ①
電子化に至っていない手
続の整理・精緻化

(1) – ②
電子化に向けた課題等の
整理

(1) - ③
電子化の実現方式の定
義・各手続の分類

• アンケート・ヒアリング結果より、自治体・事業者の業務の実施状況、オンライン化状況やオンライン化に
対する意見を整理。

• 手続種数が最多の第一種製造者の手続について、提出件数、業務負荷意識、オンライン化への親和
性を整理。整理にあたり、必要な情報、必要書類等を調査。また、情報の利活用パターンも整理。

(2)
作業スケジュールの検討

• 高圧ガス保安法に基づく行政手続のオンライン化開始に向けて必要な作業を洗い出し、令和4年度以
降の想定作業スケジュールの検討を行った。

• オンライン化における懸念点、課題、解決策の整理として、オンライン化に向けた必要作業に加え、前項
までに検討した、オンライン化に付随して実施すべき施策とその必要作業を整理した。

2
(P.10~24)

3
(P.25~57)

6
(P.90~95)

実施内容(仕様書記載事項) 本報告書での記載内容 該当頁

1.2. 本事業の実施作業

• 現行業務課題・オンライン化する上での課題を「申請・審査の効率化」、「事業者の情報提供」、「紙主
体での業務」、「手続情報のデータ利活用促進」と定義し、オンライン化による施策案を提示。

• 検討の中で、手続情報の活用用途や現行の業務フローを整理。

4
(P.58~73)

• 都道府県等や中央省庁で活用されている既存システムの機能やセキュリティポリシー等を整理。
• 上記を利用する際の要検討事項とその対応案、最適な方式を選択する指針をまとめた。

5
(P.74~89)
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現状調査として、自治体や事業者等へのヒアリングおよびアンケートを実施。また、その他の既存資料や既存の電子申請システ
ムの机上調査を実施。

調査概要

対象者

調査内容

実施期間

都道府県

政令市

事業者

その他関連組織

手続関連業務の調査
• 業務の流れ、負荷や課題の状況

オンライン化への懸念・期待の調査
手続のオンライン化状況調査

2021/11/25 ~ 30

A県、B県、C県

A市

A株式会社、B株式会社

-

手続関連業務の調査
• 手間がかかる手続とその理由

オンライン化への期待・懸念の調査

※以下、自治体のみ対象
手続関連業務の調査

• 業務のオンライン化状況、負荷状況
手続のオンライン化状況調査
各自治体のシステム環境調査

2021/12/9 ~ 2022/1/7

47都道府県

20政令市

高圧ガス保安法に関連する事業者
• その他権限移譲された市区町村
• 各種検査機関 等

資料分析
• 自治体ごとの手続業務手引書 等

既存システム調査
• 都道府県独自システム
• 既存の行政電子申請システム 等

その他各自治体HP等の情報の調査

-
(机上調査)

ヒアリング アンケート その他調査

実施業務

1.2. 本事業の実施作業
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事業者は事業内容により6つに分類される。さらに、製造・貯蔵事業は事業規模により、第一種・第二種に区別される。なお、
事業所によって複数の事業者種別に該当する可能性がある。第一種製造者の場合、一部手続が不要となるものがある。

（参考）現状の手続に関連する事業者

• 高圧ガスを一定基準以上製造することを
自治体に許可された者(法第5条1項)

• 高圧ガスを一定基準未満製造することを
自治体へ届け出た者(法第5条2項)

• 高圧ガスを充てんするための容器の製造
の事業を行う者(法第44条)

第一種製造者

第二種製造者

第一種貯蔵所

第二種貯蔵所

販売業者

高圧ガスを輸入した者

特定高圧ガス消費者

容器製造者

• 高圧ガスを販売することを自治体へ届け
出た者(法第20条の4)

• 高圧ガスを輸入した者(法第22条)

• 高圧ガスを消費することを自治体へ届け
出た者(法第24条の4)

• 高圧ガスを一定基準以上貯蔵することを
自治体に許可された者(法第16条)

• 高圧ガスを一定基準未満貯蔵することを
自治体へ届け出た者(法第17条の2)

事業内容
一
製
造

二
製
造

一
貯
蔵

二
貯
蔵

販
売

消
費

輸
入

容
器

-

- ○

○
（必要）

×
（不要）

-

- ○

- ○

- ○

- ○

- ○

複数の事業者種別となる際の手続*1事業者種別の概要

*1 法第16条より第一種製造者が事業所で製造した高圧ガスを事業所内で貯蔵する場合、第一・第二種貯蔵所の手続は不要
法第24条の4より第一種製造者が事業所で製造した高圧ガスを販売する場合は届出不要

2.2. 手続自治事務に関連するアクター・業務
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現状の手続における行政機関及び自治体との関わりは次の通り。
（参考）現状の手続に関連する行政機関

現状の手続における行政機関
※ 太字は自治事務の実施主体

手続への主な関わり

自治体
(高圧ガス
担当部門)

都道府県

政令市

高圧ガス保安室

産業保安監督部

公安委員会

その他公的機関

経済産業省・
産業保安監督部

消防本部

海上保安本部

警察

その他市区町村

• 高圧ガス保安法を所管

• 経済産業省から委任された手続を処理

• 手続を自治事務として処理

• 手続を自治事務として処理

• 手続を自治事務として処理
（都道府県から権限委譲された場合）

• 事故発生時に事業者からの届出を受付

• 手続を自治事務として処理
（都道府県から権限委譲された場合）

ー

ー

自治体との関係性

• 自治体から手続の年次報告書を収受

• 高圧ガス保安室と各都道府県を調整
• 事故や危険事象発生の報告を自治体から受付

• 市区町村へ一部手続の処理を権限委譲

ー

• 自治体から一部の手続の通報を受付
（事業開始の許可・取消し、届出の受理）

• 事故の届出を受理した際は自治体に通報

ー

• 自治体から一部の手続の通報を受付
（事業開始の許可・取消し、届出の受理）

2.2. 手続自治事務に関連するアクター・業務

























34 ©2022 Accenture All Rights Reserved.

全国（47都道府県・20政令市）のオンライン申請
システムの有無をウェブ検索して確認。以下の確認
点より類似性の高いシステム群に分類。

全国（47都道府県・20政令市）のオンライン申請システムの有無をウェブ検索して確認。以下の確認点より類似性の高いシ
ステム群を6つに分類。各分類の利用率については次頁参照。

（参考）都道府県・政令市保有のオンライン申請システム①

① 神奈川県型 ② 北海道型 ③ 東京都型

④ 名古屋市型 ⑤ 静岡市型 ⑥ 大阪市型

画
面
イ
メ
ー
ジ

画
面
イ
メ
ー
ジ

3.2. 受付業務のオンライン化状況

調査

確認点

• システムトップ画面、手続検索
画面、手続入力画面の画面構
成・項目要素

• システムトップ～手続入力までの
画面遷移

分類結果
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約7,000

約6,000

約300

約4,000

約400

約700

約400

約2,000

年間手続数が多いのは製造者（第一種・第二種）・貯蔵所（第二種のみ）、販売業者。そのうち、第一種製造者は変更
の届出が多い。オンライン化の促進には、事業者ごとの状況の勘案が必要。

事業種別ごとの手続提出状況

変更 8.7割
開始 0.5割、廃止 0.8割

開始 4.1割
廃止 3.7割、変更 2.2割

変更 7.8割
廃止 2.2割

開始 4.6割
変更 3.2割、廃止 2.2割

開始 6.1割
廃止 3.0割、変更 0.9割

ー*2

変更 6.7割
開始 1.9割、廃止 1.4割

ー*2

年に1回程度手続を提出し、手続に慣
れた事業者

事業の開始・廃止時の手続が主で、手
続に不慣れな事業者

変更の手続を提出するが、頻度は低く、
手続にあまり慣れていない事業者

事業の開始・廃止時の手続が主で、手
続に不慣れな事業者

ー
変更の手続を提出するが、頻度は低く、
手続にあまり慣れていない事業者

開始・廃止が多く、手続に不慣れな事
業者

約15,000

約80,000

約4,000

約10,000

約70,000

ー*1

約7,000

約2,000

*1 事業者数不明のため対象外
*2 手続が1種類のため対象外

3.5. 事業者の手続提出状況

第一種製造者

第二種製造者

第一種貯蔵所

第二種貯蔵所

販売業者

高圧ガスを輸入した者

特定高圧ガス消費者

容器製造者

年間手続数 手続種別の内訳事業者数事業者種別 事業者の傾向（想定）
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現状の手続情報の活用パターンを踏まえ、それぞれに対してオンライン化後のデータ利活用案の検討を行った。
手続情報のデータ利活用案の検討
4.3. 手続情報のデータ利活用促進

①
手続

手続情報の活用パターン 利用者 記載箇所活用内容案

② 手続情報集計
自治体から情報を吸い上げ、経済
産業省にて集計

経済産業省 P.71
• 委譲先の自治体にまで分散していた申請情報を一元
管理、もしくは情報連携することで、経済産業省が効
率的に集計可能とする

③ 外部連携
事故関連の通報、他システムへの連
携(外部機関・自治体内)

自治体 P.72• 申請情報を一元管理することで、関係組織との情報連
携を容易に、かつ連携時の作業負荷やミスを軽減する

①-2 検査機関への連携
指定機関・自治体への検
査申請、結果報告

P.70

①-1 過去情報活用
手続の申請、結果通知、
過去情報の流用

※5.3参照
(P.83,84)

事業者 • 手続申請時に、過去の手続情報を活用し、効率的に
申請できる

自治体 • 申請内容確認時に、事業者の過去の手続情報や事
業所の情報を参照し、審査を効率的に行う

事業者 • 検査関連手続の申請時に、自治体・指定機関に重複
した情報を提供する負荷を軽減する

自治体 • 検査関連手続の対応時に、自治体から指定機関に情
報を連携する負荷を軽減する
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オンライン化検討に向けた詳細分析の結果は下記のとおり。調査結果を踏まえ、次章ではオンライン化方針を検討する。
4章調査結果サマリ

項目 分析結果

申請・審査の効率化

紙主体での業務

手続情報のデータ利活用
促進

4.1

4.2

4.3

• 手続間の関係性として「内容追加」・「内容変更」の2つのパターンがあり、前段の手続の内容確認や重複提出が非
効率で負荷となっている

• オンライン化に際しては、「過去情報を流用して申請」・「過去手続履歴の確認」ができる仕組みを設けることで、申
請・審査の効率化を図る

• 手続のプロセスごとにオンライン化状況は異なり、オンライン化方式導入済みの自治体であっても、受付後に紙に出
力して業務を行っているケースがある

• オンライン化の効果を最大化するためには、受付以外のプロセスについてもオンライン上で処理を完結できるようにす
る

• 「事前相談」プロセスは、Web会議等を併用することで、やりとりの手戻り・往復の負荷を軽減することが考えられる
• 「審査」プロセスは、紙に出力する負荷を削減するため、審査負荷軽減につながる機能を検討することが必要である

• 検査機関への連携への活用(①-2)としては、自治体や指定機関がオンライン上で事業者の申請情報を確認できる
ようにし、自治体の情報連携の負荷・事業者の資料を重複提出する負荷を軽減することが考えられる

• 手続情報集計への活用(②)としては、事業者からの申請情報を一元管理し、自動集計することが考えられる
• 外部連携への活用(③)としては、事業者からの申請情報を一元管理し、関係組織への情報連携に必要な情報を
検索・抽出できるようにすることが考えられる
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本事業の検討結果を踏まえ、オンライン化方式の導入にあたって、次年度事業で検討すべき論点は以下の通り。
次年度事業の論点のまとめ
5.3. 自治体・手続による高圧ガス法令手続のオンライン化方式

項目

自治体の業務状況・
オンライン化状況の精査

手続個別の
オンライン化検討

経済産業省の
役割の検討

1

2

3

オンライン化方式の
機能要件検討

利用する既存システム
の選定

4

5

オンライン化方針
の最終化6

オンライン化方式選定フロー
の最終化7

本事業（R3年度調査）での実施内容

都道府県・政令市の単位で、手続処理件数、権限移
譲の有無、オンライン化状況から、業務量・権限移譲状
況、オンライン化状況のばらつきを確認。

年間提出件数、業務負荷意識、オンライン化への親和
性を踏まえて、検討対象手続を高負荷手続・高頻度手
続・その他手続に分類。

オンライン化方式の導入にあたっての対応事項を整理。

手続の各分類に対し、必要と想定される機能を整理。

利用可能性のある既存システムを選定し、機能概要を
整理し、評価。

高圧ガス法令の特性を基に、自治事務のオンライン化
方針案を策定。

自治体の特性、手続の特性を踏まえた、オンライン化方
式の選定フロー案を作成。

次年度（R4年度）での必要な検討

詳細検討にあたり、自治事務を実施している自治体
（都道府県・政令市以外を含む）・実施対象手続・処
理件数の最新状況を把握。

各手続のオンライン化後業務を自治体・関係者と協議し、
具体的に検討。

各対応事項における経済産業省・自治体間の役割分
担を決定。

各手続のオンライン化後業務の検討と合わせ、機能要件
を検討。

代表手続等での実証や詳細調査を実施し、高圧ガス法
令手続に最適なツールを選定。

デジタル庁や経済産業省における自治事務の全体オンラ
イン化方針を踏まえて、最終化。

選定フロー案を基に、判断軸・基準の妥当性を自治体・
関係者と協議し、最終化。
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その他、オンライン化を促進するために実施すべき施策として、手続業務のBPRや事業者への導入支援として電子申請ポータル
の導入等が考えられる。

5.4. オンライン化にあたっての必要な付随・先行作業案

項目 内容
関連
箇所施策主体 経済産業省 作業 自治体 作業

3.6.
P.47

5.4.
P.87

4.3.
P.66

ー

4.2.
P.64

ー

経済産業省

経済産業省

自治体

経済産業省

経済産業省

自治体

検査機関を利用した完成検査の実施を推進することで、
事業者・自治体双方の業務効率化ができる可能性があ
る。

検査機関の活用

様式統一のための
ガイドライン作成

業務全体の
オンライン化推進

1

2

3

業
務BPR

オ
ン
ラ
イ
ン
化
推
進

関連手続の
オンライン化検討4

5 申請ポータルの整備

6

事
業
者
支
援 事業者への周知

申請書類の様式や手引きが全国で統一されることで、
事業者側の利便性を向上できる。

自治事務の効率化に向け、紙媒体で行われている自治
体内業務全体を電子化できるようにする。

高圧ガス手続の提出者・審査者が扱う他手続についても、
同じオンライン化方式を利用することで、利便性が高く
なる。

事業者にとって、手続の申請方法や申請サイトへの導線
がまとまったウェブページが必要。

オンライン化導入後の利用率を向上させるため、導入準
備段階からオンライン化について事業者へ周知する必要
がある。

• 活用の有用性を精査し、
利用推進の要否の方
針を決定。

• 標準的な内容を定めた
ガイドラインを整備し、
自治体に配布。

• 実施例や想定対応案
等を整理し、ガイドライ
ンをまとめる。

• 他手続を整理し、同様
のオンライン化方式を利
用可能か確認する。

• 実施例や想定対応案
等を整理し、ポータルの
整備を進める。

• 周知・広報に利用可能
なコンテンツを作成し、
各自治体に配布する。

• 方針に従い、管轄内で
の検査機関の利用推
進に向けた施策を検討。

• ガイドラインに基づき、
自組織内での適用を
検討。

• オンライン化に向けた検
討や対応を行う。
(管理規程の改正など)

ー

ー

• 管轄の事業者に対し、
周知・広報を実施する。

一例として詳細を次頁記載
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本事業の検討結果を踏まえ、その他施策の実行にあたって、次年度事業で検討すべき論点は以下の通り。
（「5.4. オンライン化にあたっての必要な付随・先行作業」再掲）

次年度以降検討すべき事項（その他施策案）①
6. 次年度以降の必要作業・スケジュール

項目 内容
関連
箇所施策オーナー 経済産業省 作業 自治体 作業

3.6.
P.47

5.4.
P.87

4.3.
P.66

ー

4.2.
P.64

ー

経済産業省

経済産業省

自治体

経済産業省

経済産業省

自治体

検査機関を利用した完成検査の実施を推進することで、
事業者・自治体双方の業務効率化ができる可能性があ
る。

検査機関の活用

様式統一のための
ガイドライン作成

業務全体の
オンライン化推進

1

2

3

業
務BPR

オ
ン
ラ
イ
ン
化
推
進

関連手続の
オンライン化検討4

5 申請ポータルの整備

6

事
業
者
支
援 事業者への周知

申請書類の様式や手引きが全国で統一されることで、
事業者側の利便性を向上できる。

自治事務の効率化に向け、紙媒体で行われている自治
体内業務全体を電子化できるようにする。

高圧ガス手続の提出者・審査者が扱う他手続についても、
同じオンライン化方式を利用することで、利便性が高く
なる。

事業者にとって、手続の申請方法や申請サイトへの導線
がまとまったウェブページが必要。

オンライン化導入後の利用率を向上させるため、導入準
備段階からオンライン化について事業者へ周知する必要
がある。

• 活用の有用性を精査し、
利用推進の要否の方
針を決定。

• 標準的な内容を定めた
ガイドラインを整備し、
自治体に配布。

• 実施例や想定対応案
等を整理し、ガイドライ
ンをまとめる。

• 他手続を整理し、同様
のオンライン化方式を利
用可能か確認する。

• 実施例や想定対応案
等を整理し、ポータルの
整備を進める。

• 周知・広報に利用可能
なコンテンツを作成し、
各自治体に配布する。

• 方針に従い、管轄内で
の検査機関の利用推
進に向けた施策を検討。

• ガイドラインに基づき、
自組織内での適用を
検討。

• オンライン化に向けた検
討や対応を行う。
(管理規程の改正など)

ー

ー

• 管轄の事業者に対し、
周知・広報を実施する。
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以降、補足資料を掲載。
補足資料

補足資料 対応する章

オンライン化への期待・懸念

自治体の業務負荷意識

事業者種別ごとの業務の負荷状況 3.1 自治体の手続受付状況

3.2 受付業務のオンライン化状況

3.5 オンライン化に対する意見

3.7 手続の分類

自治体オンライン申請システム
利用可能機能

P.98-107

該当頁

P.108-110

P.111-117

P.118-125





99 ©2022 Accenture All Rights Reserved.

47都道府県を対象に、都道府県ごとの事業者数、年間手続件数及び手続が提出されるタイミングごとの内訳を整理し、都道
府県ごとの傾向を調査。

事業者種別ごとの業務負荷状況
補足資料 – 3.1. 自治体の手続受付状況

調査対象

47都道府県

事業者

自治体

手続

 都道府県ごとの事業者数

 都道府県ごとの年間手続件数

 都道府県ごとの年間手続件数について、
手続が提出されるタイミングごとの内訳

事業者数/年間手続件数
/手続の種類について、都
道府県ごとの傾向を調査

調査事項
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高圧ガスを輸入した者 年間手続数

年間手続き数

高圧ガスを輸入した者の手続は、申請があった1/3以下の自治体に限られている。そのため、多くの自治体にとっては、ほぼ実施
されていない手続業務と推察される。

調
査
結
果

事業者 • 事業者数とコンビナートの有無の関連性は低い

自治体 • 申請のある自治体が15県のみであり、限られる。

手続 ー

青字 コンビナートあり

業務の負荷状況（高圧ガスを輸入した者）
補足資料 – 3.1. 自治体の手続受付状況
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自治体による、オンライン化に期待する効果とオンライン化に求める機能はいずれも、まずは書類事務の負荷の削減に関するも
のがトップの回答。

オンライン化への期待（自治体）①
補足資料 – 3.5. オンライン化に対する意見

分類 内容 選定率(%)

紙媒体の処理の
負荷削減

紙郵送不要となり、経費を削減できる 62.7

申請書類や添付書類の作成・封かん等作業の
労力を削減できる 46.3

申請関連書類の紙保存が不要になる 41.8

業務負荷の
軽減

審査期間の短縮により、結果待ちの期間が短縮
される 9.0

形式面での不備チェック機能により差戻し修正
対応が軽減される 28.4

データ活用
申請書類の記載項目や添付書類について、過
去申請時のデータを流用できる 37.3

ステータス表示により、電話・窓口等での問合せ
をせずとも審査状況が分かる 19.4

※自治体アンケート問90を元に集計 n=67 (未回答の自治体は対象外) 
※現在紙媒体で処理している自治体への設問

オンライン化に期待する効果

分類 内容 選定率(%)

手続に関する
情報共有 事業者への審査状況の通知機能 31.3

紙媒体の処理
の負荷軽減

手数料支払いのキャッシュレス機能 71.6

事業者への通知・許可証等のオンライン送付 73.1

その他 11.9

※自治体アンケート問91を元に集計 n=67(未回答の自治体は対象外)
※現在紙媒体で処理している自治体への設問

オンライン化に求める機能
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前頁のような所与の選択肢以外に挙げられた期待効果は、書類事務の削減による事業者の来庁機会の減少への期待が最も
多い回答。また、機能については形式審査や入力補助といった業務負荷の軽減を求める意見が多い。

業務負荷の
軽減

形式審査(項目・書類の不足が無いか)

マーキング

申請書類のクラウド化

ハイパーリンク(資料間のリンクが欲しい)

キーワード検索

部分差し替え

高圧ガス台帳システムへの入力補助機能

集計機能

紙媒体の処理の
負荷削減

窓口に行く必要がなくなる

事業所から行政機関までの移動時間を削減できる

窓口対応のアポイントの手間を削減できる。

受付窓口まで行く手間が省ける

来庁による移動時間、交通費の削減

窓口に来る必要がないため、接触機会低減となる。

行政機関への移動時間の削減、申請時期の調整が不要
となる。

申請書類運搬の労力を削減できる

申請のためにわざわざ役所に行く必要がなくなる

その他 申請者が在宅勤務、サテライトオフィス等の勤務環境でも申請が
可能となる

オンライン化への期待（自治体）②
補足資料 – 3.5. オンライン化に対する意見

オンライン化に期待する効果 オンライン化に求める機能

業務負荷の
軽減

申請書類の記載項目がフォーマット化による必要書類・必要項
目に漏れ削減

※自治体アンケート問90を元に集計 n=67 (未回答の自治体は対象外) 
※現在紙媒体で処理している自治体への設問

※自治体アンケート問91を元に集計 n=67(未回答の自治体は対象外)
※現在紙媒体で処理している自治体への設問

紙媒体の処理
の負荷削減

申請書類のクラウド化

バックアップ機能

その他
情報開示を許可する部分を申請者が任意に指定できる機能

セキュリティ
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事業者による、オンライン化に期待する効果とオンライン化に求める機能は、書類事務の負荷の削減だけに留まらず、むしろ余計
な業務負荷をかけないことや、審査状況を適時知らせてもらうことなど、自治体審査側よりも高度・広範な要望が挙がっている。

オンライン化への期待（事業者）①
補足資料 – 3.5. オンライン化に対する意見

オンライン化に期待する効果 オンライン化に求める機能

分類 内容 選定率(%)

紙媒体の処理の
負荷削減 手入力や紙媒体での印刷等の作業廃止 54.0

業務負荷の
軽減

自動化（システムで自動確認可能な確認作
業を人手では行わない） 59.8

非重複化（複数の手続で同じ情報を確認し
ている場合、重複確認を実施しない） 48.3

資料修正の円滑化（誤りのある資料等の修
正がシステム上で円滑に実施できる） 64.4

データ活用 情報活用（申請者が提出した必要書類等を
他の審査事務等でも利活用する） 29.9

※事業者アンケート問22を元に集計 n=87(未回答の事業者は対象外)

分類 内容 選定率(%)

手続に関する
情報共有 事業者への審査状況の通知機能 79.3

紙媒体の処理
の負荷軽減

手数料支払いのキャッシュレス機能 59.8

事業者への通知・許可証等のオンライン送付 73.6

その他 14.9

* 事業者アンケート問23を元に集計 n=87(未回答の事業者は対象外)
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前頁のような所与の選択肢以外に挙げられた期待効果は、書類事務の削減のほか、業務面での改善に関する意見が多く出た。
一方、機能については手続の業務負荷の軽減だけでなく、審査状況の確認や問合せの自動応答といった手続の利便性の向
上に資する機能を求める声が多くあがった。

過去記録の参照
過去提出資料の閲覧

過去の申請履歴、事例集の確認

紙媒体の処理の
負荷削減

手数料のキャッシュレス化

窓口来庁の削減、移動時間削減

システムの
利便性

分かりやすいユーザーインターフェース

申請書類のクラウド保存(自治体・事業所間の同一保存)

全国共通の入力画面

手続ごとのオンライン申請マニュアル作成
※事業者アンケート問23・25を元に集計 n=87
※未回答の事業者は対象外

オンライン化への期待（事業者）②
補足資料 – 3.5. オンライン化に対する意見

オンライン化に期待する効果 オンライン化に求める機能

その他
業務面の改善

明確な審査期間の提示

必要書類の見直し/簡素化/統一化

雛型の無い資料についても雛型の作成

申請に必要な様式を事業所へファイル配布

自治体担当者の回答や県ごとの情報等の差異の廃止

※事業者アンケート問22・25を元に集計 n=87
※未回答の事業者は対象外

問合せに関する
機能

ヘルプデスク機能

コメント・チャット機能・問い合わせの自動応答化

紙媒体の処理の
負荷軽減 Web会議またはオンライン通話での相談機能

手続に関する
情報共有 進捗状況等のスマートフォン等での確認機能

業務負荷
の軽減 添付資料等・申請内容の不備確認機能
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自治体によるオンライン化への懸念事項は、作業時間・手間の増加への懸念が多く、安全性の確保・環境整備に優先している。
また、システム整備に向けた予算確保を懸念する声が出ているため、業務面の懸念への対応のほか、オンライン化実現に向けた
具体的な道筋を示していくことが必要。

オンライン化への懸念事項

分類 内容 選定率
(%)

手間の
増加

作業時間・手間の増加（例：1画面での確認による作業時間・手間の
増加） 77.6

データファイルだと部分的な差替えができないため、差替え発生時に改め
て提出されたファイルについて、差替え対象外の箇所も含めて一から内
容を確認する必要が出てくる

56.7

安全性の
確保

審査精度の低下による事故誘発 47.8

セキュリティやプライバシー保護 43.3

申請者との窓口での対話や質問への対応機会の減少 49.3

環境の
整備

システムに習熟した人材の確保・育成 46.3

設備環境の準備等（例：インターネット接続端末の配備） 35.8

申請者側のパソコン環境やスキャナー等物的環境が整わない 38.8

※自治体アンケート問92を元に集計 n=67(未回答の自治体は対象外)

オンライン化への懸念（自治体）
補足資料 – 3.5. オンライン化に対する意見

＜負荷の増加＞
• 図面等の印刷が手間
• 図面、フロー図等は紙媒体でなければ確認しづらい。大きなモニター・複数のモニター

が必要
• 資料の不備指摘・修正をメール等オンライン上でやり取りすることで現状以上に手間
がかかることが懸念

• 印刷コスト
• 施設台帳の保存及び運用方法
• 紙媒体とオンラインの選択方式が増えることによる事務の複雑化

選択肢以外の意見

＜安全性の担保＞
• データの外部持ち出しのリスク
• 処理の失念
• PDF提出では内容に不備がある書類が提出できてしまう
• 差し替え行為の頻度増加による資料の誤送付リスク

＜環境の整備＞
• 容量の大きなデータへの対応
• 手数料支払いの方法
• 事前に利用者登録が必要
• 保存時のサーバーへの負荷

＜その他＞
• システムの予算確保（電子システムの不具合対応、バージョンアップ、本体・印刷

機・スキャナ等ハードの購入・メンテナス）
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オンライン化への懸念

事業者によるオンライン化の懸念事項は自治体とのコミュニケーション機会の減少による手続の手間の増加が多い。また、書類の
オンライン化による手間の増加を懸念する声もあるため、添付資料の量やサイズに応じた対応の検討が必要。

分類 内容 選定率(%)

手間の増加

オンライン入力により申請が難しくなることが懸念 42.5

窓口での対話がなくなることで、逆に時間がかかることが懸
念 50.6

窓口での対話による臨機応変な対応がなくなるのが懸念 66.7

安全性の担
保

窓口での対話がなくなり、審査の正確性を維持できるかが
懸念 31.0

※事業者アンケート問24を元に集計 n=87(未回答の事業者は対象外)

オンライン化への懸念（事業者）
補足資料 – 3.5. オンライン化に対する意見

＜負荷の増加＞
• 担当者とのコミュニケーション不足
• 提出資料のデータ化・PDFスキャンの手間（特に過去の図面、書類等）
• 書類不備の際の対応
• 申請が煩雑にならないか
• システムに問題が発生した場合の迅速な対応

選択肢以外の意見

＜安全性の担保＞
• セキュリティ
• 申請誤りによって虚偽の報告となる懸念
• 事故届の対応 (対話が必要)

＜その他＞
• 添付資料の解像度 (事業所側のハード設備で対応できるか) 
• ファイル容量への対応
• 他社の情報等が聞けなくなる
• 窓口での申請も対応可能としてほしい


















